
別紙第２号書式

公的資金補償金免除繰上償還公的資金補償金免除繰上償還公的資金補償金免除繰上償還公的資金補償金免除繰上償還にににに係係係係るるるる財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　団体の概要

団体名

注１　団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」

　　欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄は、普通会計の全職員数を記載すること。

２　財政指標等

標準財政規模（百万円）

地方債現在高（百万円）

積立金現在高（百万円）

　注　平成17年度（又は平成18年度）の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。

　　　なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等

　　の構成団体の各数値を加重平均したものを用いるものとする（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険

　　資金について対象としない財政力指数１．０以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数

　　を記載すること。）。

３　合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

　注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　　ものに限る。）をいう。

　　３　□にレを付けた上で要旨を記載すること。また、要旨については、別様としても差し支えないこと。

４　財政健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

実質収支比率　　(％)

基 本 方 針

〔合併期日：平成○年○月○日〕

内　　　容

 平成17年度決算から新たな財政指標となった実質公債費比率が24.1%
となっていることや、平成１８年度経常収支比率も90.5%と高く、財政
が硬直化している。
　今後、人件費、公債費の減少が見込まれるものの、公債費負担適正
化計画、集中改革プランを確実に実行するため、経常経費の徹底した
削減、事業の厳選により起債を抑制しながら、町民の目線に立った行
政運営を行い、町民から理解と共感が得られるよう財政の健全化を
図っていく。

金山町財政健全化計画

平成19年度から平成23年度

「集中改革プラン」、「公債費負担適正化計画」

4,143.4(H18)

区　　分

計 画 名

計 画 期 間

既 存 計 画 と の 関 係

公 表 の 方 法 等

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨
　□　旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨
　レ　該当なし

3.6(H18)

6,949人国調人口(H17.10. 1現在)

職員数(H19. 4. 1現在) 76人
構成団体名

財政力指数

実質公債費比率　(％)

経常収支比率　　(％)

0.221(H18)

90.5(H18)

24.1(H19)

うち普通会計債現在高(百万円)

※※※※　　　　ⅢⅢⅢⅢ「「「「今後今後今後今後のののの財政状況財政状況財政状況財政状況のののの見通見通見通見通しししし」、」、」、」、ⅤⅤⅤⅤ「「「「繰上償還繰上償還繰上償還繰上償還にににに伴伴伴伴うううう行政改革推進効果行政改革推進効果行政改革推進効果行政改革推進効果」」」」についてについてについてについて、、、、実績実績実績実績（（（（見込見込見込見込))))によりによりによりにより変更変更変更変更しているしているしているしている。。。。

フォローアップ用

公表は町のHP、議会に対しては議会予算内示会等で説明

金山町

2,217.5(H18)

7,706.4(H18)

3,563.0(H18)

442.2(H18)

うち公営企業債現在高(百万円)



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

33,859
一
般
会
計

出
資
債
等

公営企業債 33,859

一
般
会
計

出
資
債
等

14,309 19,552 33,861

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

事業債名

小　　　計　　　　 (A)

一
般
会
計

出
資
債
等

普
通
会
計
債

学校教育施設等整備事業

108,620 32,883 0 141,503

108,620 32,883 141,503

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

合　　計

0

25,410

41,666

67,07629,157

25,410

12,509

37,919

29,157

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

公営企業債

小　　　計　　　　 (B)

学校教育施設等整備事業

臨時財政特例債

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高)

合　　計

14,309 19,552 0

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 43,466 57,471 0

小　　　計　　　　 (B)

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 108,620 32,883 0

33,859

小　　　計　　　　 (B) 33,859 0

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 33,859 0 0

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

33,859

141,503

33,861

100,937

合　　計

旧 資 金 運 用 部 資 金
43.5 57.5繰上償還希望額

繰上償還希望額

101.0

5.6 10.8 16.4

91.7 23.9繰上償還希望額

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

34.0公営企業金融公庫資金 34.0

115.6旧簡易生命保険資金



Ⅱ　財政状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

財 政 運 営 課 題 課 題 ① 病院会計の不良債務の解消

課 題 ② 公債費負担の適正化

内　　　　容

　平成17年国調人口は6,949人となり、平成12年に比べ432人(△5.9%)減少し、
少子高齢化が進んでいる。町の経済状況については、米価の下落による農業収
入の減収、建設業界の低迷など厳しい状況にあり税収も年々減少している。
　また、当町の歳入の半分以上を占める交付税、臨時財政対策債も減少してい
ることに併せ、病院会計の不良債務解消のため、特別職の給与カット及び一般
職員の手当0.5ヶ月カットなどを実施しており非常に厳しい財政運営を強いら
れている。
　交付税の減少は財政指標に与える影響も大きく経常収支比率、実質公債費比
率などの財政指標も類似団体よりも悪化している現状にある。

　平成16年度が公債費負担のピークであることから縁故債の繰上償還を実施し
た。平成16年度以降、起債を抑制しているため起債制限比率は、平成19年度に
は13.2%と14%を切るものと予測しているが、公営企業、一部事務組合、債務負
担行為に係る比率が高いため実質公債費比率は24.1%となっていることから、
公債費負担適正化計画を策定し平成２５年度(２４年度決算)には17.4%になる
よう予定しているが、交付税の動向に大きく左右されることから、計画を確実
なものとするため補償金免除の政府資金繰上償還を実施したい。(要望全部が
繰上償還となった場合の効果額　44.9百万円、実質公債費単年度比率で最大
(22年度)0.4%下がるものと試算している)

　当町の補助費の構成比は類似団体より6.9%高い19.8%となっているが、これ
は病院事業への赤字補てんが多額となっているためである。
　病院事業については、従来から赤字のため経営改善に向け徹底した歳出削減
を行いながら、一般会計からの赤字補てんにより、なんとか黒字決算としてい
たが、患者の減少と交付税の減少が重なった平成14年度から赤字全額を補てん
することができなくなり赤字決算となった。
　18年度末で151百万円の不良債務を抱えていることから平成20年度より有床
診療所に移行することとしているが、公営企業適用除外にあたり資金不足を解
消しなければならないことから、手当する資金(基金の取崩し、繰替運用等)、
職員の削減、空き部屋の利用方法等の具体化について最終検討している状況に
ある。
　なお、資金不足に対する一般会計からの補てんについては、平成19年度から
手当てをしたいと考えているが、現段階では決定していないことから、「Ⅲ今
後の財政状況の見通し」は、平成20年度で一括処理することとして作成してい
る。



課 題 ③ 公営企業繰出金の適正化

財 政 運 営 課 題 課 題 ④ 観光施設(ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾚｰ神室)の利用拡大対策

課 題 ⑤ 税収確保対策

課 題 ⑥ 人件費総額の削減

課 題 ⑦ 内部管理経費等の抑制

留 意 事 項

　財務上の特徴でも述べたが、年々税収が減っており類似団体と比較しても極
めて低い状況にある。(人口１人当たり　56,670円、類似団体　82,934円)
　これは、農業収入、リストラによる給与収入の減や、住宅の新築の減による
固定資産税評価額の減少などの調定の減と併せ、経済状況の悪化から徴収率も
低下しているためである。
　また、地方へ税源移譲されたことにより徴収率の低下が懸念されることか
ら、今年度より徴収率アップのため県の支援を受けながら収納対策を強化して
いる。

　町民福祉・観光施設として、スキー場、温泉、長期滞在型宿泊施設を核とし
た交流の拠点施設(ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾚｰ神室)があるが、スキー人口の減少により使用料
収入も減少しており、使用料全体の収入も減少しているため類似団体と比較し
ても少ない状況にある。
　(使用料人口１人当たり収入　7,011円、類似団体　12,022円)
　使用料の減収に伴い、一般財源の持出しも多くなっていることから、営業時
間、勤務体制、リフト券発行の見直しや高校生、首都圏でのPR活動を行い集客
活動と経費削減を図っている。また、今年度から管理施設に職員を常駐しイベ
ントを開催しながら、通年型の利用拡大方策を講じている。

　実質公債費比率を押し上げている要因として、水道会計の高料金対策に対す
る補助、下水道事業における分流式下水道に要する負担、病院事業への元金償
還補助が大きいためであり公営企業の独立採算を図る必要がある。具体的に
は、病院については①のとおり規模の縮小を行うものとし、水道事業において
は有収水量の拡大、下水道事業については加入率のアップを行うとともに、水
道、下水道料金の見直し、収納率向上対策を強化しながら公営企業への繰出の
適正化と、下水道平準化債を活用し公債費負担の平準化を図る。

　平成16年度の人口１人当たりの人件費(当町111,782円、類似団体119,332円)
及び人口千人当たりの職員数(当町10.99人、類似団体12.53人)は、類似団体と
比較してして低い状況にあるが、財務上の特徴、財政運営課題①でも述べたよ
うに、病院が不良債務を抱えていることから、有床診療所に規模縮小し、国保
直診施設勘定へ移行するため、職員数の削減や期末手当カットにより人件費を
抑制し、不良債務の解消に充てている状況にある。

　内部管理経費(光熱水費、通信運搬費、コピ－使用料等)については、年々減
少しているが、無駄をなくすため職員の提案や、クールビズ、ウォームビズな
どにより、徹底した削減を引き続き実施するとともに、施設管理体制などの見
直しを行いながら抑制を図っていく。



Ⅲ　今後の財政状況の見通し ※※※※見見見見ええええ消消消消しによりしによりしによりしにより修正修正修正修正していますしていますしていますしています。。。。

下段が実績値及び見込額 （単位：百万円）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

地方税 436.8 418.8 402.3 394.9 391.4 435.9 438.7 431.6 435.1 436.6

431.4 437.3 433.5 416.2 400.6

地方譲与税 146.0 154.5 177.5 181.9 187.7 139.4 138.3 138.3 138.3 138.3

140.6 126.8 117.4 98.2 90.2

地方特例交付金 14.2 11.9 11.7 10.4 7.7 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8

4.2 6.9 8.3 11.2 9.0

地方交付税 2,173.3 1,968.0 1,900.7 1,918.4 1,894.7 1,875.6 1,838.6 1,750.2 1,735.8 1,730.9

1,909.4 2,002.0 2,024.8 2,060.4 2,030.4

小計（一般財源計） 2,770.3 2,553.2 2,492.2 2,505.6 2,481.5 2,454.9 2,419.4 2,323.9 2,313.0 2,309.6

2,485.6 2,573.0 2,584.0 2,586.0 2,530.2

分担金・負担金 12.7 3.4 4.7 4.1 3.8 3.7 3.7 4.5 4.9 3.7

3.5 3.4 3.7 5.6 3.7

使用料・手数料 68.7 64.4 64.8 67.8 65.8 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0

65.9 62.0 57.1 55.4 39.6

国庫支出金 92.5 173.0 111.2 99.4 81.2 90.5 67.5 136.1 119.3 104.6

90.4 213.5 543.9 582.1 356.2

うち普通建設事業に係るもの 6.4 84.4 5.4 32.7 21.8 22.9 7.0 75.6 58.8 44.1

24.9 13.6 466.5 417.7 182.5

都道府県支出金 211.2 198.9 201.8 153.2 122.9 123.2 111.2 114.6 122.3 115.5

131.7 136.5 137.8 151.1 153.8

うち普通建設事業に係るもの 71.0 22.3 17.9 9.4 11.6 6.9 5.2 6.6 14.3 9.5

12.3 14.3 9.9 5.1 6.1

財産収入 4.8 2.0 2.2 5.2 2.4 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0

4.1 25.1 5.4 6.6 10.1

寄附金 3.4 2.2 4.7 10.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

110.8 5.4 3.5 7.1 3.0

繰入金 214.4 171.7 228.1 148.6 168.0 99.7 313.0 51.0 51.0 21.0

359.6 67.8 101.8 33.3 90.8

繰越金 182.8 105.0 168.4 115.9 74.4 80.7 49.5 23.8 47.0 20.9

80.7 107.8 128.9 149.3 100.7

諸収入 134.7 145.3 139.0 156.1 158.3 153.0 143.0 133.0 123.0 113.0

160.2 40.6 45.6 74.4 39.0

うち特別会計からの貸付金返済額

うち公社・三ｾｸからの貸付金返済額

地方債 457.7 498.2 348.6 218.5 220.9 242.7 180.0 222.2 292.1 193.5

238.4 179.7 234.4 316.2 404.4

特別区財政調整交付金

4,153.2 3,917.3 3,765.7 3,484.9 3,381.0 3,317.4 3,355.8 3,077.6 3,141.1 2,950.3

3,730.9 3,414.8 3,846.1 3,967.1 3,731.5

人件費　　　　　　　ａ 935.6 882.8 836.1 804.4 780.8 720.6 685.2 688.4 680.1 660.9

712.3 669.5 655.7 647.2 666.3

うち職員給 520.3 551.4 544.9 518.4 501.8 463.2 428.5 431.7 407.4 388.6

430.3 425.3 416.2 402.2 407.1

物件費　　　　　　　ｂ 514.3 486.7 473.0 456.3 404.5 410.0 403.0 401.0 400.0 399.0

406.0 405.7 447.4 530.7 520.0

維持補修費　　　　　ｃ 61.6 54.6 51.1 58.7 53.7 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3

59.1 50.6 55.1 52.9 55.0

ａ＋ｂ＋ｃ＝　　　　ｄ 1,511.5 1,424.1 1,360.2 1,319.4 1,239.0 1,188.9 1,146.5 1,147.7 1,138.4 1,118.2

1,177.4 1,125.8 1,158.2 1,230.8 1,241.3

扶助費 91.5 73.8 97.3 145.0 141.0 140.1 140.1 140.1 140.1 140.1

126.2 134.7 136.8 193.1 223.9

補助費等 697.8 756.2 722.1 636.7 633.3 564.8 429.5 426.1 450.8 450.8

893.4 625.3 546.9 505.7 542.5

うち公営企業(法適)に対するもの 257.8 291.5 281.1 275.6 265.6 207.0 78.7 75.3 67.6 67.8

532.2 78.9 82.8 71.8 71.4

普通建設事業費 518.6 386.2 234.1 198.8 177.5 246.7 154.8 255.9 355.6 212.0

235.1 136.3 500.3 708.4 529.2

うち補助事業費 54.2 167.0 31.0 84.7 55.1 66.5 29.1 147.7 136.3 108.1

63.4 27.0 106.8 485.7 384.5

うち単独事業費 464.4 219.2 203.1 114.1 122.4 180.2 125.7 108.2 219.3 103.9

164.9 97.0 375.8 205.0 127.0

歳 入 合 計

区　　分



災害復旧事業費 52.2 7.3 59.0 1.5 4.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

失業対策事業費

公債費 592.6 584.7 699.9 572.0 544.0 533.6 492.9 464.5 462.9 439.3

533.6 494.0 486.6 442.8 416.1

うち元金償還分 459.1 463.2 588.1 470.3 450.2 445.8 410.2 386.7 382.6 374.3

445.8 413.8 416.3 384.2 359.9

積立金 143.8 103.9 74.4 100.3 101.6 120.0 40.0 20.0 30.0 20.0

112.0 243.3 253.9 218.6 150.0

貸付金、出資金 115.0 107.2 107.2 142.8 143.9 160.5 100.0 90.0 80.0 78.7

243.7 10.7 10.5 8.3 7.0

うち特別会計への貸付金

うち公社、三ｾｸへの貸付金

繰出金 325.2 305.5 295.6 294.0 315.7 312.3 827.2 485.3 461.4 440.7

301.7 515.7 603.6 558.7 560.9

うち公営企業(法非適)に対するもの 156.0 141.8 133.7 118.2 121.2 118.1 115.8 109.7 112.2 104.0

116.3 115.1 104.7 105.4 108.3

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4,048.2 3,748.9 3,649.8 3,410.5 3,300.3 3,267.9 3,332.0 3,030.6 3,120.2 2,900.8

3,623.1 3,285.8 3,696.8 3,866.4 3,670.9

　【財政指標等】

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

形式収支 105.0 168.4 115.9 74.4 80.7 49.5 23.8 47.0 20.9 49.5

107.8 129.0 149.3 100.7 60.6

実質収支 102.1 165.3 114.7 74.3 80.7 49.5 23.8 47.0 20.9 49.5

107.8 138.0 20.3 51.4 59.9

標準財政規模 2453.6 2223.3 2188.7 2232.2 2217.5 2192.7 2175.6 2148.9 2,136.0 2,131.7

2,388.3 2,481.3 2,584.3 2,554.4

財政力指数 0.200 0.210 0.213 0.216 0.221 0.219 0.218 0.217 0.217 0.217

0.215 0.208 0.200 0.197

実質赤字比率　　　(％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

経常収支比率　　　(％) 87.0 85.2 87.1 89.0 90.5 90.0 88.6 85.0 84.0 83.0

93.8 86.8 85.0 82.8 83.2

実質公債費比率    (％) － － － 23.0 24.1 23.2 22.8 21.9 21.1 19.7

23.1 21.9 19.7 17.5 15.8

地方債現在高 4,829.0 4,864.0 4,624.5 4,372.7 4,143.4 3,940.3 3,710.1 3,545.6 3,455.1 3,274.3

3,935.9 3,701.9 3,520.1 3,452.1 3,471.6

積立金現在高 740.8 691.9 551.0 504.3 442.2 462.5 309.5 278.5 257.5 256.5

306.1 483.5 636.6 821.9 725.1

財政調整基金 240.0 240.0 210.0 171.0 151.0 201.0 51.0 41.0 21.0 21.0

92.0 211.0 258.0 330.4 283.8

減債基金 67.2 70.9 5.1 25.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

5.1 15.1 45.1 45.1 45.1

その他特定目的基金 433.6 381.0 335.9 308.2 286.1 256.4 253.4 232.4 231.4 230.4

209.0 257.4 333.5 446.4 396.2

区　　分

（単位：百万円）

歳 出 合 計



Ⅳ
　

行
政

改
革

に
関

す
る

施
策

具
　

体
　

的
　

内
　

容

　
平

成
１

８
年

３
月

に
作

成
し

た
集

中
改

革
プ

ラ
ン

で
は

、
平

成
1
1
年

度
か

ら
1
6
年

度
ま

で
の

職
員

数
の

削
減

数
は

６
人

と
な

っ
て

お
り

、
1
7
年

度
か

ら
５

年
間

の
削

減
数

７
人

と
し

て
い

た
が

早
期

退
職

が
あ

り
、

1
7
年

度
△

4
人

、
1
8
年

度
△

2
人

、
1
9
年

度
△

４
人

、
平

成
２

０
年

度
△

5
人

と
な

っ
て

お
り

、
既

に
達

成
し

て
い

る
状

況
に

あ
る

が
、

財
政

運
営

課
題

⑥
の

人
件

費
総

額
を

削
減

す
る

た
め

、
退

職
者

完
全

不
補

充
に

よ
り

定
員

管
理

の
適

正
化

を
図

っ
て

い
く

。

◇
　

国
家

公
務

員
の

給
与

構
造

改
革

を
　

踏
ま

え
た

給
与

構
造

の
見

直
し

、
地

　
域

手
当

の
あ

り
方

　
2
0
0
5
年

人
事

院
勧

告
に

基
づ

き
、

国
家

公
務

員
の

給
与

構
造

改
革

を
踏

ま
え

た
給

与
構

造
の

見
直

し
を

実
施

し
て

い
る

。
(
当

町
は

、
地

域
手

当
は

な
い

)
 
ま

た
、

財
政

運
営

課
題

⑥
の

人
件

費
を

削
減

し
、

病
院

の
不

良
債

務
に

充
て

る
た

め
、

平
成

1
8
年

4
月

1
日

よ
り

特
殊

勤
務

手
当

の
全

面
見

直
し

と
管

理
職

手
当

の
削

減
、

出
張

旅
費

の
削

減
を

行
っ

て
い

る
。

1
9
年

度
か

ら
2
1
年

度
ま

で
、

職
員

の
理

解
を

求
め

期
末

手
当

0
.
5
ヶ

月
を

カ
ッ

ト
し

て
い

る
。

◇
　

技
能

労
務

職
員

の
給

与
の

あ
り

方
　

技
能

労
務

職
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
9
年

7
月

に
県

か
ら

通
知

さ
れ

た
「

技
能

労
務

職
員

等
の

給
与

等
の

総
合

的
な

点
検

の
実

施
に

つ
い

て
」

を
遵

守
し

た
見

直
し

を
お

こ
な

い
、

平
成

2
0
年

度
内

に
公

表
し

た
。

ま
た

、
技

能
労

務
職

に
つ

い
て

は
、

退
職

不
補

充
と

し
て

お
り

職
員

数
は

年
々

減
少

し
て

い
る

。

◇
　

退
職

時
特

昇
等

退
職

手
当

の
あ

り
方

 
町

立
病

院
改

革
（

規
模

縮
小

）
を

平
成

1
9
年

度
及

び
2
0
年

度
に

実
施

す
る

た
め

、
特

例
的

に
勤

続
2
0
年

以
上

か
つ

5
0
歳

以
上

の
申

し
出

に
よ

る
勧

奨
扱

い
退

職
を

実
施

し
て

い
る

が
、

2
0
年

度
に

廃
止

し
た

。
な

お
、

1
8
年

度
か

ら
2
0
年

勤
続

以
上

退
職

時
1
号

の
特

別
昇

給
は

廃
止

し
て

い
る

。

◇
　

福
利

厚
生

事
業

の
あ

り
方

　
住

民
か

ら
理

解
が

得
ら

れ
る

も
の

と
な

る
よ

う
点

検
、

見
直

し
を

行
い

(
市

町
村

共
済

組
合

互
助

会
と

重
複

分
は

廃
止

な
ど

)
、

実
施

状
況

に
つ

い
て

公
表

す
る

。

　
財

政
運

営
課

題
⑦

の
内

部
管

理
経

費
(
光

熱
水

費
、

通
信

運
搬

費
、

コ
ピ

－
使

用
料

等
)
は

、
平

成
1
6
年

度
か

ら
1
8
年

度
ま

で
3
,
0
9
4
千

円
の

節
減

効
果

が
あ

っ
た

。
1
9
年

度
か

ら
2
1
年

度
ま

で
は

、
毎

年
1
,
0
0
0
千

円
節

減
を

目
標

と
し

て
い

る
。

ま
た

、
施

設
の

維
持

管
理

に
つ

い
て

は
、

施
設

を
管

理
す

る
人

件
費

(
正

職
員

か
ら

臨
時

職
員

)
も

含
め

平
成

1
8
年

度
ま

で
4
3
,
1
4
4
千

円
の

節
減

効
果

が
あ

っ
た

。
平

成
1
9
年

度
か

ら
2
1
年

度
ま

で
は

、
毎

年
2
,
0
0
0
千

円
を

目
標

と
し

て
い

る
(
集

中
改

革
プ

ラ
ン

)
が

、
燃

料
費

等
の

高
騰

に
よ

り
厳

し
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

。

　
公

の
施

設
の

指
定

管
理

者
制

度
導

入
に

よ
り

、
施

設
全

部
の

管
理

の
見

直
し

を
行

い
、

地
区

へ
の

移
管

や
９

施
設

を
指

定
管

理
と

し
た

。
ま

た
、

中
央

公
民

館
の

宿
直

業
務

を
廃

止
し

管
理

委
託

を
民

間
へ

委
託

し
た

。
P
F
I
制

度
に

つ
い

て
は

、
町

内
業

者
と

イ
ン

フ
ラ

整
備

の
あ

り
方

に
つ

い
て

検
討

を
お

こ
な

っ
た

が
、

投
資

的
経

費
を

抑
制

し
て

い
る

こ
と

も
あ

り
、

現
在

の
と

こ
ろ

予
定

し
て

い
る

事
業

は
な

い
。

項
　

　
　

目

１
　

合
併

予
定

市
町

村
等

に
あ

っ
て

は
そ

の
予

定
　

と
こ

れ
に

伴
う

行
革

内
容

２
　

行
革

推
進

法
を

上
回

る
職

員
数

の
純

減
や

人
　

件
費

の
総

額
の

削
減

３
　

物
件

費
の

削
減

、
指

定
管

理
者

制
度

の
活

用
　

等
民

間
委

託
の

推
進

や
Ｐ

Ｆ
Ｉ

の
活

用
等

○
　

地
方

公
務

員
の

職
員

数
の

純
減

の
状

況

○
　

給
与

の
あ

り
方

○
　

物
件

費
の

削
減

○
　

指
定

管
理

者
制

度
の

活
用

等
民

間
委

託
の

　
推

進
や

Ｐ
Ｆ

Ｉ
の

活
用



Ⅳ
　

行
政

改
革

に
関

す
る

施
策

（
つ

づ
き

）

具
　

体
　

的
　

内
　

容

　
公

共
料

金
の

収
納

対
策

に
つ

い
て

は
、

公
金

収
納

対
策

委
員

会
を

設
置

し
、

関
係

各
課

と
連

携
を

と
り

な
が

ら
収

納
対

策
を

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

町
税

の
徴

収
率

が
年

々
低

下
し

て
い

る
こ

と
か

ら
財

政
運

営
課

題
⑤

に
も

記
載

し
て

い
る

が
、

山
形

県
地

方
税

徴
収

対
策

本
部

の
支

援
を

い
た

だ
き

な
が

ら
差

押
さ

え
や

収
納

対
策

の
強

化
を

図
っ

て
い

る
。

　
ま

た
、

売
却

可
能

資
産

に
つ

い
て

は
廃

止
道

敷
等

を
売

却
し

て
い

る
が

、
今

後
も

積
極

的
に

遊
休

施
設

、
敷

地
等

の
広

報
を

行
い

な
が

ら
実

施
し

て
い

く
。

　
当

町
に

は
、

グ
リ

ー
ン

バ
レ

ー
神

室
振

興
公

社
と

土
地

開
発

公
社

の
２

つ
の

公
社

が
あ

る
が

、
土

地
開

発
公

社
の

役
員

日
額

報
酬

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
8
年

度
よ

り
引

き
下

げ
を

行
っ

た
。

さ
ら

に
平

成
2
0
年

度
内

に
土

地
開

発
公

社
を

解
散

し
た

。
ま

た
、

地
方

独
立

行
政

法
人

に
つ

い
て

は
予

定
を

し
て

い
な

い
。

◇
　

給
与

及
び

定
員

管
理

の
状

況
の

公
表

　
町

の
広

報
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
よ

り
国

の
公

表
様

式
へ

準
拠

し
公

表
し

て
い

る
。

今
後

と
も

積
極

的
に

公
表

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

。

◇
　

財
政

情
報

の
開

示
　

町
の

財
政

状
況

の
作

成
及

び
公

表
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

き
、

町
広

報
で

予
算

、
決

算
状

況
に

つ
い

て
年

２
回

公
表

の
ほ

か
、

町
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
や

広
報

お
知

ら
せ

版
で

バ
ラ

ン
ス

シ
ー

ト
、

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

、
上

半
期

、
下

半
期

の
財

政
状

況
を

公
表

し
て

い
る

。
今

後
、

公
債

費
負

担
適

正
化

計
画

及
び

今
回

策
定

し
た

財
政

健
全

化
計

画
に

つ
い

て
も

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公

表
す

る
予

定
で

あ
る

。

　
当

町
で

は
、

財
務

会
計

シ
ス

テ
ム

が
未

導
入

で
あ

り
、

バ
ラ

ン
ス

シ
ー

ト
、

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

も
職

員
の

み
で

作
成

し
て

お
り

、
新

公
会

計
制

度
に

お
け

る
４

表
の

作
成

に
つ

い
て

は
相

当
の

準
備

期
間

が
必

要
と

思
わ

れ
る

こ
と

か
ら

、
平

成
２

２
年

度
を

目
途

と
し

て
い

る
。

平
成

1
3
年

度
に

成
果

目
標

等
を

定
め

た
評

価
個

表
を

作
成

し
、

1
4
年

度
に

試
行

期
間

を
設

け
て

平
成

1
5
年

度
か

ら
実

施
し

て
い

る
。

(
1
8
年

度
で

3
4
0
事

業
を

対
象

と
し

て
い

る
)

 
ま

た
、

外
部

評
価

委
員

を
公

募
で

募
り

外
部

か
ら

の
評

価
を

踏
ま

え
て

事
業

の
見

直
し

等
を

行
っ

て
い

る
。

・
財

政
運

営
課

題
①

の
病

院
会

計
の

赤
字

補
て

ん
補

助
削

減
の

方
策

と
し

て
、

平
成

2
0
年

度
よ

り
職

員
の

削
減

等
を

行
い

1
9
床

の
有

床
診

療
所

に
移

行
し

、
赤

字
補

て
ん

繰
出

の
縮

小
を

図
る

。
(
職

員
の

削
減

は
、

早
期

退
職

１
２

名
、

配
置

転
換

１
名

)
・

財
政

運
営

課
題

②
の

公
債

費
負

担
の

適
正

化
に

つ
い

て
は

、
引

き
続

き
起

債
の

抑
制

と
政

府
資

金
の

繰
上

償
還

を
行

い
な

が
ら

公
債

費
負

担
適

正
化

計
画

に
基

づ
き

公
債

費
負

担
の

適
正

化
を

図
る

。
・

財
政

運
営

課
題

③
公

営
企

業
繰

出
金

の
適

正
化

に
つ

い
て

は
、

企
業

努
力

を
大

前
提

と
し

、
病

院
に

つ
い

て
は

上
記

の
と

お
り

経
営

規
模

の
縮

小
を

図
る

こ
と

と
し

て
い

る
が

、
水

道
・

下
水

道
に

つ
い

て
は

、
収

入
確

保
の

た
め

有
収

水
量

の
拡

大
と

加
入

率
ア

ッ
プ

対
策

を
行

い
、

適
正

な
繰

出
に

よ
り

経
常

経
費

の
削

減
を

図
る

も
の

と
す

る
。

・
財

政
運

営
課

題
④

の
グ

リ
ー

ン
バ

レ
ー

神
室

に
つ

い
て

は
、

通
年

の
集

客
活

動
を

展
開

し
な

が
ら

交
流

人
口

の
拡

大
を

図
り

、
使

用
料

収
入

の
増

収
に

よ
る

一
般

財
源

持
ち

出
し

の
縮

小
と

地
域

経
済

効
果

の
拡

大
に

結
び

つ
け

る
よ

う
に

し
て

い
く

。

　
　

　
に

付
し

た
課

題
番

号
を

引
用

し
つ

つ
、

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

２
　

必
要

に
応

じ
て

行
を

追
加

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

　
注

１
　

上
記

区
分

に
応

じ
、

「
Ⅱ

　
財

政
状

況
の

分
析

」
の

「
財

政
運

営
課

題
」

に
揚

げ
た

各
課

題
に

対
応

す
る

施
策

を
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

そ
の

際
、

ど
の

課
題

に
対

応
す

る
施

策
か

明
ら

か
と

な
る

よ
う

、
Ⅱ

７
　

そ
の

他

４
　

地
方

税
の

徴
収

率
の

向
上

、
売

却
可

能
資

産
　

の
処

分
等

に
よ

る
歳

入
の

確
保

５
　

地
方

公
社

の
改

革
や

地
方

独
立

行
政

法
人

へ
　

の
移

行
の

促
進

○
　

行
政

評
価

の
導

入

６
　

行
政

改
革

や
財

政
状

況
に

関
す

る
情

報
公

開
　

の
推

進
と

行
政

評
価

の
導

入

○
　

行
政

改
革

や
財

政
状

況
に

関
す

る
情

報
公

開

○
　

公
会

計
の

整
備項
　

　
　

目



Ⅴ
　

繰
上

償
還

に
伴

う
行

政
改

革
推

進
効

果
※ ※※※

見 見見見
え えええ

消 消消消
し

に
よ

り
し

に
よ

り
し

に
よ

り
し

に
よ

り
修

正
修

正
修

正
修

正
し

て
い

ま
す

し
て

い
ま

す
し

て
い

ま
す

し
て

い
ま

す
。 。。。

１
　

主
な

課
題

と
取

組
及

び
目

標

　
注

　
必

要
に

応
じ

て
行

を
追

加
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

 

２
　

年
度

別
目

標

平
成

1
4
年

度
平

成
1
5
年

度
平

成
1
6
年

度
平

成
1
7
年

度
平

成
1
8
年

度
平

成
1
9
年

度
平

成
2
0
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
（

計
画

前
５

年
度

）
（

計
画

前
４

年
度

）
（

計
画

前
３

年
度

）
（

計
画

前
々

年
度

）
（

計
画

前
年

度
）

（
計

画
初

年
度

）
（

計
画

第
２

年
度

）
（

計
画

第
３

年
度

）
（

計
画

第
４

年
度

）
（

計
画

第
５

年
度

）
（

決
　

算
）

（
決

　
算

）
（

決
　

算
）

（
決

　
算

）
（

決
算

見
込

）

8
7

8
6

8
2

8
0

7
6

 
 
7
1
 
 
7
3

 
 
7
1
 
 
7
4

7
0
 
 
7
1

6
9

6
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1
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-
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-
0
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1
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職
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の

う
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一
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増
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1
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0

職
員
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の
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警
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職
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数

増
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数

職
員

数
の

う
ち

消
防

職
員

数

増
減

数

職
員
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の

う
ち

技
能

労
務

職
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数
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1
0

1
0
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増
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7

1
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.
6

1
4
1
.
4
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9
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.
2
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0

1
1
6
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0
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.
4
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.
6
 
 
 
9
0
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7

1
3
9
.
3
 
 
1
0
0
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0

1
5
7
.
0
 
 
1
1
7
.
2

5
9
4
.
1
 
 
 
4
6
5
.
3

2
1
.
2

1
8
.
8

1
6
.
1

1
7
.
3

1
7
.
3

1
6
.
9
 
 
1
6
.
3

1
5
.
4
 
 
1
5
.
3

1
6
.
3
 
 
1
4
.
3

1
6
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3
 
 
1
4
.
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6
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3
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4
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2
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1

0
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1
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8
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0
.
4
 
 
 
1
.
0

1
.
9
 
 
 
2
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0

1
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0
 
 
 
3
.
0

1
.
0
 
 
 
3
.
0

1
.
0
 
 
 
3
.
0

5
.
3
 
 
 
1
2
.
0

4
1
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8
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.
3

4
1
4
.
8

3
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8
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8

4
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8
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0
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8
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-
8
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2
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.
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3
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.
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6
1
.
7

1
9
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.
8
 
 
 
1
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.
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1
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9
.
3
 
 
2
0
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.
8
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.
9
 
 
2
0
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.
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.
4
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.
0

7
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.
4
 
 
 
8
7
7
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8

　
注

１
　

歳
出

削
減

策
の

み
な

ら
ず

、
歳

入
確

保
策

に
つ

い
て

も
幅

広
く

検
討

の
上

、
記

入
す

る
こ

と
。

4
7
6
.
2

1
,
3
6
8
.
8
 
 
1
,
3
5
5
.
1

　
　

２
　

「
課

題
」

欄
に

つ
い

て
は

、
「

１
　

主
な

課
題

と
取

組
及

び
目

標
」

の
「

課
題

」
欄

の
番

号
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

３
　

改
善

額
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

、
計

画
期

間
中

(
又

は
計

画
前

５
年

間
)
の

当
該

見
直

し
施

策
実

施
年

度
の

前
年

度
と

の
比

較
に

よ
り

算
出

し
、

そ
の

改
善

効
果

が
そ

の
後

の
計

画
期

間
中

(
又

は
計

画
前

５
年

間
)
も

継
続

す
る

も
の

と
し

て
、

1
6
.
4

　
　

　
各

年
度

の
改

善
額

を
計

上
す

る
こ

と
。

 
 
 
 
４

　
計

画
期

間
中

の
改

善
額

の
合

計
に

つ
い

て
は

「
計

画
合

計
」

欄
に

計
上

し
、

計
画

前
５

年
間

の
改

善
額

の
合

計
に

つ
い

て
は

「
計

画
前

５
年

間
実

績
」

欄
に

計
上

す
る

こ
と

。

　
　

５
　

「
計

画
前

５
年

間
改

善
額

　
合

計
」

欄
及

び
「

改
善

額
　

合
計

」
欄

に
つ

い
て

は
、

人
件

費
(
退

職
手

当
を

除
く

。
)
そ

の
他

改
善

額
を

記
入

す
る

こ
と

が
可

能
な

も
の

の
合

計
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

６
　

３
に

よ
る

「
改

善
額

」
が

対
前

年
度

と
の

比
較

に
よ

り
算

出
で

き
な

い
項

目
、

そ
の

改
善

効
果

が
単

年
度

に
限

ら
れ

る
項

目
に

つ
い

て
は

、
当

該
改

善
額

の
み

当
該

見
直

し
施

策
の

実
施

年
度

の
「

改
善

額
」

欄
に

計
上

し
、

計
画

期
間

内
（

又
は

　
　

　
計

画
前

５
年

間
）

を
通

じ
て

の
改

善
額

し
か

算
出

で
き

な
い

項
目

に
つ

い
て

は
、

当
該

計
画

期
間

内
（

又
は

計
画

前
５

年
間

）
を

通
じ

た
改

善
額

を
「

計
画

合
計

」
欄

（
又

は
「

計
画

前
５

年
間

実
績

」
欄

）
に

計
上

す
る

こ
と

。
ま

た
そ

の
場

合
の

　
　

　
改

善
額

の
算

出
方

法
に

つ
い

て
、

Ⅳ
の

当
該

施
策

に
係

る
「

具
体

的
内

容
」

欄
に

合
わ

せ
て

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

７
　

「
(
参

考
)
補

償
金

免
除

額
」

欄
に

記
入

す
る

「
補

償
金

免
除

額
」

と
は

、
計

画
提

出
前

の
一

定
基

準
日

の
金

利
動

向
に

応
じ

て
算

出
さ

れ
た

予
定

額
（

補
償

金
免

除
(
見

込
)
額

）
で

あ
り

、
Ⅰ

の
「

５
　

繰
上

償
還

希
望

額
」

に
記

入
し

た
「

旧
資

　
　

　
金

運
用

部
資

金
」

の
「

繰
上

償
還

希
望

額
」

に
対

応
す

る
「

補
償

金
免

除
額

」
の

「
合

計
」

欄
の

額
を

転
記

す
る

こ
と

。

内
部

管
理

経
費

(
光

熱
水

費
、

通
信

運
搬

費
、

コ
ピ

－
使

用
料

等
)

改
善

額

公
営

企
業

に
対

す
る

繰
出

改
善

額

○
○
○

改
善

額

計
画

前
５

年
間

改
善

額
　

合
計

○
○
○

改
善

額

計
画

合
計

職
員

数
(
普

通
会

計
)

増
減

数

計
画

前
５

年
度

実
　

績
項

　
　

目

実
　

　
　

　
　

績
目

　
　

　
　

　
標

 
病

院
は

、
平

成
2
0
年

度
よ

り
規

模
縮

小
(
有

床
診

療
所

)
、

下
水

道
事

業
は

、
繰

上
償

還
に

よ
り

公
債

費
繰

出
し

の
縮

小
(
9
.
9
百

万
円

)
と

加
入

率
向

上
対

策
に

よ
る

収
入

増
加

、
水

道
事

業
は

、
有

収
水

量
の

増
加

に
よ

る
収

入
確

保
を

図
っ

て
い

く
。

(
公

債
費

負
担

適
正

化
計

画
に

よ
る

繰
出

し
は

下
記

の
と

お
り

)

　
内

部
管

理
経

費
の

削
減

に
つ

い
て

は
、

職
員

か
ら

の
提

案
な

ど
に

よ
り

無
駄

を
な

く
し

徹
底

的
に

節
減

対
策

を
実

施
し

て
い

る
が

、
燃

料
費

の
高

騰
に

よ
り

厳
し

い
状

況
に

あ
る

。
(
目

標
は

下
記

の
と

お
り

)

地
方

債
現

在
高

実
質

公
債

費
比

率

増
減

課
　

題

課
　

題
取

 
組

 
及

 
び

 
目

 
標

　
職

員
数

に
つ

い
て

は
、

定
員

管
理

目
標

に
よ

り
退

職
完

全
不

補
充

を
原

則
と

し
削

減
を

し
て

い
く

。
ま

た
、

人
件

費
に

つ
い

て
は

、
職

員
手

当
０

５
ヶ

月
カ

ッ
ト

を
平

成
2
1
年

度
ま

で
３

年
間

継
続

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

(
職

員
数

及
び

人
件

費
の

目
標

は
下

記
の

と
お

り
)

　
公

債
費

負
担

適
正

化
計

画
に

基
づ

き
、

起
債

を
抑

制
し

、
併

せ
て

債
務

負
担

、
一

部
事

務
組

合
の

公
債

費
負

担
の

見
直

し
を

行
っ

て
い

く
。

(
公

債
費

負
担

適
正

化
計

画
に

よ
る

公
債

費
は

下
記

の
と

お
り

)

１
　

職
員

数
の

純
減

や
人

件
費

の
総

額
の

削
減

２
　

公
債

費
負

担
の

健
全

化
（

地
方

債
発

行
の

抑
制

等
）

３
　

公
営

企
業

会
計

に
対

す
る

基
準

外
繰

出
し

の
解

消

４
　

そ
の

他

1

増
減

４ ３

（
単

位
：

人
、

百
万

円
）

改
 
善

 
額

　
　

合
　

計

（
参

考
）

補
償

金
免

除
額

人
件

費
(
退

職
手

当
を

除
く

。
)

改
善

額


